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令和 7年度治験エコシステム導入推進事業における事業実施機関等について 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

信頼性保証第一部 

 

 令和 7年度治験エコシステム導入推進事業における事業実施機関を令和 7年 4月 1

日から令和 7年 5月 19日まで公募し、7機関よりご応募いただきました。ご応募いた

だき誠にありがとうございました。 

このたび、以下の 3機関に、本事業における事業実施機関として選定した旨の通知

を発出しましたので、お知らせします。 

 

事業実施機関名 主担当となる課題 

国立大学法人群馬大学医学部附属病院 A「治験の質に関する課題」 

国立大学法人大阪大学医学部附属病院 B「制度運用に関する課題」 

国立研究開発法人国立がん研究センター C「様式統一に関する課題」 

 

また、今年度の事業でご協力いただく製薬企業団体等は、現時点では次の通りで

す。追加があった場合には、機構ホームページにてお知らせします。 

 

日本製薬工業協会 

米国研究製薬工業協会 

欧州製薬団体連合会 

一般社団法人日本 CRO協会 

日本 SMO協会（令和 7年 11月 20日追加） 

 

今後、事業実施機関及び本事業に関連医療機関としてご参加いただく医療機関等と

共に本事業を進めてまいります。 

 

以上  

 


